
  

愛 媛 県 建 設 工 事 関 連 業 務 共 同 企 業 体 契 約 方 式 実 施 要 領  

 

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 領 は 、 県 内 の 事 業 者 の 技 術 力 の 向 上 を 図 る た

め 、 県 が 発 注 す る 建 設 業 法 （ 昭 和 2 4年 法 律 第  1 0 0号 ） 第 ２

条 第 １ 項 に 規 定 す る 建 設 工 事 に 関 す る 調 査 、 測 量 及 び 設 計

の 業 務 （ 以 下 「 業 務 」 と い う 。 ） に お い て 、 愛 媛 県 建 設 工

事 関 連 業 務 共 同 企 業 体 （ 以 下 「 共 同 企 業 体 」 と い う 。 ） と

の 契 約 を 実 施 す る 場 合 に お け る 必 要 な 手 続 を 定 め る も の と

す る 。  

（ 入 札 方 式 ）  

第 ２ 条  こ の 要 領 に よ り 発 注 す る 業 務 の 入 札 方 式 は 、 事 前 に

入 札 参 加 を 希 望 す る 共 同 企 業 体 を 募 集 し 、 そ の 応 募 者 の 中

か ら 入 札 に 参 加 す る 共 同 企 業 体 （ 以 下 「 入 札 参 加 者 」 と い

う 。 ） を 選 定 す る 方 式 （ 公 募 型 指 名 競 争 入 札 ） と す る 。  

 （ 対 象 業 務 ）  

第 ３ 条  こ の 要 領 の 対 象 は 、 高 度 か つ 特 殊 な 技 術 を 要 す る 業

務 と す る 。  

 （ 公 募 の 公 告 等 ）  

第 ４ 条  発 注 者 は 、地 方 自 治 法 施 行 令（ 昭 和 2 2年 政 令 第 1 6号 。

以 下 「 令 」 と い う 。 ） 第  1 6 7条 の ６ 第 １ 項 及 び 愛 媛 県 会 計

規 則 （ 昭 和 4 5年 愛 媛 県 規 則 第 1 8号 。 以 下 「 規 則 」 と い う 。 ）

第  1 3 2条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 県 ホ ー ム ペ ー ジ （ 「 入 札

情 報 （ 建 設 工 事 等 ） 」 及 び 発 注 部 局 等 の ホ ー ム ペ ー ジ 。 以

下 同 じ 。 ） に よ り 公 告 す る も の と す る 。  

２  公 募 の 公 告 は 、 別 に 定 め る 標 準 公 募 公 告 例 に よ る も の と

す る 。  

 （ 入 札 参 加 資 格 ）  

第 ５ 条  こ の 要 領 に よ る 入 札 参 加 者 （ 共 同 企 業 体 の 構 成 員 を

含 む 。 ） に 必 要 な 資 格 は 、 令 第  1 6 7条 の ６ に 規 定 す る 「 競

争 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 」 と し て 、 概 ね 、 次 の 事 項 を

公 告 す る も の と す る 。  

( 1） 令 第  1 6 7条 の ４ の 規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。  

( 2） 愛 媛 県 が 行 う 測 量 、 建 設 コ ン サ ル タ ン ト 等 業 務 に 関 す

る 入 札 参 加 資 格 の 審 査 を 受 け 、 入 札 参 加 資 格 を 有 す る と

認 め ら れ て い る こ と 。  

( 3） 入 札 参 加 申 請 書 類 の 提 出 期 限 の 日 か ら 落 札 者 の 決 定 の

日 ま で の 間 に 、 愛 媛 県 建 設 工 事 入 札 参 加 資 格 停 止 措 置 要

綱 （ 昭 和 6 3年 ８ 月 １ 日 制 定 ） に 基 づ い て 知 事 が 行 う 入 札

参 加 資 格 停 止 の 期 間 が な い 者 で あ る こ と 。  

 ( 4） 入 札 参 加 者 の 構 成 員 又 は そ の 役 員 等 （ 業 務 を 執 行 す る

社 員 、 取 締 役 、 執 行 役 若 し く は こ れ ら に 準 ず る 者 又 は 相

談 役 、 顧 問 そ の 他 い か な る 名 称 を 有 す る 者 で あ る か を 問

わ ず 、 法 人 に 対 し 業 務 を 執 行 す る 社 員 、 取 締 役 、 執 行 役

若 し く は こ れ ら に 準 ず る 者 と 同 等 以 上 の 支 配 力 を 有 す る



  

も の と 認 め ら れ る 者 を い う 。 ） が 次 に 掲 げ る 者 で な い こ

と 。  

ア  愛 媛 県 暴 力 団 排 除 条 例 （ 平 成 2 2年 愛 媛 県 条 例 第 2 4号 ）

 第 ２ 条 第 ３ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 等 （ 以 下 「 暴 力 団 員

 等 」 と い う 。 ）  

イ  暴 力 団 員 等 で な く な っ た 日 か ら ５ 年 を 経 過 し な い 者  

ウ  暴 力 団 員 等 又 は イ に 掲 げ る 者 が そ の 事 業 活 動 を 支 配

す る 者  

( 5） 入 札 に 参 加 し よ う と す る 他 の 共 同 企 業 体 の 構 成 員 で な

い 者 で あ る こ と 。  

( 6） 入 札 に 参 加 し よ う と す る 他 の 共 同 企 業 体 の 構 成 員 と の

間 に 、 資 本 関 係 又 は 人 的 関 係 が な い 者 で あ る こ と 。  

( 7） 当 該 業 務 を 履 行 す る 能 力 が あ る と 認 め ら れ る こ と 。  

（ 過 去 の 業 務 実 績 を 明 示 す る こ と 。 ）  

( 8） 当 該 業 務 に 配 置 を 予 定 す る 管 理 技 術 者 及 び 照 査 技 術 者

が 適 正 で あ る こ と 。 （ 必 要 な 資 格 等 を 明 示 す る こ と 。 ）  

( 9） そ の 他 業 務 毎 に 必 要 と 認 め る 事 項  

 （ 入 札 参 加 資 格 の 決 定 ）  

第 ６ 条  前 条 に 規 定 す る 資 格 は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ る も

の と す る 。  

( 1） 本 庁 発 注 業 務 に あ っ て は 、 愛 媛 県 競 争 参 加 資 格 審 査 会

幹 事 会 の 審 査 を 経 て 総 務 部 長 が 決 定  

( 2） 地 方 機 関 発 注 業 務 に あ っ て は 、 当 該 業 務 を 発 注 す る 地

方 機 関 に お い て 設 置 す る 審 査 会 等 の 審 査 を 経 て 地 方 機 関

の 長 が 決 定  

 （ 入 札 参 加 申 請 書 等 及 び 入 札 参 加 資 格 確 認 資 料 の 提 出 ）  

第 ７ 条  発 注 者 は 、 入 札 参 加 希 望 者 か ら 建 設 工 事 関 連 業 務 共

同 企 業 体 競 争 入 札 等 参 加 資 格 審 査 申 請 書 （ 様 式 第 １ 号 。 以

下 「 審 査 申 請 書 」 と い う 。 ） と 合 わ せ て 、 入 札 参 加 資 格 確

認 資 料 （ 様 式 第 ２ 号 。 以 下 「 確 認 資 料 」 と い う 。 ） の 提 出

を 求 め る こ と と し 、 提 出 方 法 及 び 提 出 期 間 を 公 告 に お い て

明 ら か に す る も の と す る 。  

２  発 注 者 は 、 審 査 申 請 書 及 び 確 認 資 料 （ 以 下 「 申 請 書 等 」

と い う 。）を 、様 式 第 １ 号 及 び 様 式 第 ２ 号 に 準 じ て 作 成 し 、

公 告 に お い て 示 す も の と す る 。  

３  入 札 参 加 希 望 者 は 、 申 請 書 等 を 公 告 に お い て 示 さ れ た 様

式 に よ り 作 成 し 、 提 出 す る も の と す る 。  

 （ 入 札 参 加 者 の 選 定 ）  

第 ８ 条  発 注 者 は 、第 ５ 条 に 規 定 す る 入 札 参 加 資 格 を 満 た し 、

前 条 に 規 定 す る 申 請 書 等 を 提 出 し た 共 同 企 業 体 の 中 か ら 、

業 務 の 実 施 体 制 を 審 査 し 入 札 参 加 者 を 選 定 す る も の と す る 。 

２  発 注 者 は 、 前 項 に お い て 入 札 参 加 者 と し て 選 定 し た 共 同

企 業 体 に 対 し て 、 申 請 書 等 の 提 出 期 限 の 日 の 翌 日 か ら 起 算

し て ５ 日 （ 休 日 を 含 ま な い 。 た だ し 、 入 札 参 加 者 と し て 選

定 し た 共 同 企 業 体 に 対 し 、 歩 掛 等 の 見 積 依 頼 を 行 う 案 件 に



  

つ い て は 3 0日 。 ） 以 内 に 指 名 通 知 を 行 う も の と す る 。  

３  発 注 者 は 、 第 １ 項 に お い て 入 札 参 加 者 と し て 選 定 し な か

っ た 共 同 企 業 体 （ 以 下 「 非 選 定 者 」 と い う 。 ） に 対 し 、 申

請 書 等 の 提 出 期 限 の 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ５ 日 （ 休 日 を 含

ま な い 。 ） 以 内 に そ の 旨 を 通 知 す る も の と す る 。  

（ 非 選 定 者 に 対 す る 理 由 の 説 明 ）  

第 ９ 条  非 選 定 者 は 、 発 注 者 に 対 し 、 前 条 第 ３ 項 の 通 知 を し

た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ７ 日（ 休 日 を 含 ま な い 。）以 内 に 、

発 注 者 に 対 し て 選 定 さ れ な か っ た 理 由 の 説 明 を 書 面 に よ り

求 め る こ と が で き る も の と し 、 そ の 旨 を 公 告 に お い て 明 ら

か に す る も の と す る 。  

２  非 選 定 者 が 説 明 を 求 め る 場 合 は 、 書 面 を 持 参 す る こ と に

よ り 行 う も の と し 、 書 面 の 提 出 先 と 併 せ て 、 公 告 に お い て

明 ら か に す る も の と す る 。  

３  発 注 者 は 、 第 １ 項 の 説 明 を 求 め ら れ た と き は 、 苦 情 を 申

し 立 て る こ と の で き る 最 終 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 1 0日 （ 休

日 を 含 ま な い 。 ） 以 内 に 、 説 明 を 求 め た 者 に 対 し 、 書 面 に

よ り 回 答 す る も の と し 、 そ の 旨 を 公 告 に お い て 明 ら か に す

る も の と す る 。  

 （ 入 札 説 明 書 の 配 付 ）  

第 １ ０ 条  次 に 掲 げ る 入 札 関 連 書 類 は 、 県 ホ ー ム ペ ー ジ に 掲

載 し 、 入 札 参 加 希 望 者 が 閲 覧 で き る よ う に す る と と も に 、

発 注 機 関 に お い て 配 付 す る も の と す る 。  

( 1 )  入 札 に 係 る 説 明 事 項  

( 2 )  審 査 申 請 書 及 び 確 認 資 料  

( 3 )  愛 媛 県 建 設 工 事 入 札 者 心 得  

( 4 )  仕 様 書 等 貸 与 申 請 書 （ 閲 覧 書 を 設 け て 閲 覧 に 供 す る  

場 合 ）  

( 5 )  そ の 他 業 務 毎 に 必 要 と 認 め る も の  

 （ 開 札 の 執 行 ）  

第 １ １ 条  入 札 に 際 し 、 予 定 価 格 が ５ ０ ０ 万 円 を 超 え る 業 務

の う ち 、 標 準 的 な 歩 掛 が な い た め 、 過 半 に 業 者 見 積 り を 使

用 し て 設 計 金 額 を 積 算 し た 委 託 業 務 に つ い て 、 入 札 参 加 者

に 業 務 委 託 費 内 訳 書 の 提 出 を 求 め る も の と し 、 そ の 旨 を 別

途 入 札 通 知 書 （ 指 名 通 知 ） に お い て 通 知 す る も の と す る 。  

２  入 札 及 び 開 札 の 日 時 、 場 所 に つ い て は 、 公 告 に お い て 明

ら か に す る も の と す る 。 な お 、 公 告 時 に お い て 確 定 し て い

な い 場 合 は 、 別 途 入 札 通 知 書 （ 指 名 通 知 ） に お い て 明 ら か

に す る も の と す る 。  

 （ 落 札 者 の 決 定 ）  

第 １ ２ 条  開 札 の 結 果 、 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で （ か つ 、

予 定 価 格 が 5 0 0万 円 を 超 え る 場 合 は 、愛 媛 県 業 務 委 託 低 入 札

価 格 調 査 実 施 要 綱 （ 令 和 元 年 1 0月 １ 日 制 定 ） 第 ３ 条 に 規 定

す る 調 査 基 準 価 格 以 上 の 価 格 を も っ て ） 、 入 札 を 行 っ た 者

の う ち 、最 低 価 格 を も っ て 入 札 を 行 っ た 者 を 落 札 者 と す る 。 



  

２  入 札 執 行 者 は 、 落 札 者 を 決 定 し た 場 合 に は 、 直 ち に 入 札

参 加 者 に 対 し 、愛 媛 県 電 子 入 札 運 用 基 準（ 工 事・ 業 務 ）（ 平

成 1 7年 ８ 月 1 7日 制 定 ） に 定 義 す る シ ス テ ム （ 以 下 「 電 子 入

札 シ ス テ ム 」 と い う 。 ） に よ り 落 札 者 決 定 の 通 知 を 行 う も

の と す る 。 （ 紙 入 札 参 加 者 に 対 す る 落 札 者 決 定 の 通 知 に つ

い て は 、 紙 入 札 参 加 者 が 落 札 者 で あ る 場 合 は 、 口 頭 又 は 文

書 に よ る も の と し 、 紙 入 札 参 加 者 が 落 札 者 以 外 で あ る 場 合

は 、 県 ホ ー ム ペ ー ジ に 入 札 結 果 を 公 表 す る こ と を も っ て 、

落 札 者 決 定 の 通 知 に 代 え る も の と す る 。 ）  

３  発 注 者 は 、 落 札 者 の 決 定 後 、 業 務 委 託 契 約 の 締 結 ま で の

間 に お い て 、 当 該 落 札 者 が 入 札 参 加 資 格 の 要 件 の い ず れ か

を 満 た さ な く な っ た 場 合 に は 、 当 該 業 務 委 託 契 約 を 締 結 し

な い こ と が あ る 旨 を 公 告 に お い て 明 ら か に す る も の と す る 。 

 （ 入 札 の 無 効 ）  

第 １ ３ 条  公 告 に 示 し た 競 争 に 参 加 す る 共 同 企 業 体 に 必 要 な

資 格 の な い 共 同 企 業 体 及 び 虚 偽 の 申 請 を 行 っ た 共 同 企 業 体

の し た 入 札 並 び に 愛 媛 県 建 設 工 事 入 札 者 心 得 及 び 愛 媛 県 電

子 入 札 運 用 基 準 （ 工 事 ・ 業 務 ） 等 入 札 に 関 す る 条 件 に 違 反

し た 入 札 は 無 効 と す る 旨 を 公 告 に お い て 明 ら か に す る も の

と す る 。  

 （ 入 札 の 中 止 ）  

第 １ ４ 条  第 ７ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 申 請 書 等 の 提 出 が な い と

き 又 は 第 ８ 条 の 入 札 参 加 者 の 選 定 の 結 果 、 入 札 参 加 者 と し

て 選 定 す べ き 共 同 企 業 体 が い な い と き は 、 入 札 を と り や め

る も の と す る 。  

 （ 随 意 契 約 へ の 移 行 ）  

第 １ ５ 条  第 ８ 条 に お い て 、 入 札 参 加 資 格 を 満 た す 者 が １ 共

同 企 業 体 又 は ２ 共 同 企 業 体 で あ る と き は 、 当 該 １ 共 同 企 業

体 又 は ２ 共 同 企 業 体 か ら 見 積 書 を 徴 取 の う え 、 随 意 契 約 を

行 う こ と が で き る も の と す る 。  

 （ そ の 他 ）  

第 １ ６ 条  電 子 入 札 シ ス テ ム に よ り 入 札 を 行 う 場 合 は 、 こ の

要 領 に 定 め る も の の ほ か 、愛 媛 県 電 子 入 札 運 用 基 準（ 工 事 ・

業 務 ） に よ る も の と す る 。  

   附  則  

１  こ の 要 領 は 、 令 和 ２ 年 ６ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

２  愛 媛 県 土 木 部 建 設 工 事 関 連 業 務 共 同 企 業 体 契 約 方 式 実 施

要 領 （ 令 和 元 年 ６ 月 ２ １ 日 制 定 ） は 、 廃 止 す る 。  

３  こ の 要 領 は 、 こ の 要 領 の 施 行 の 日 以 後 に 公 募 の 公 告 を 行

う 業 務 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に 公 募 の 公 告 を 行 っ た 業 務

に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

 



 （様式第１号） 

建設工事関連業務共同企業体競争入札等参加資格審査申請書 

年  月  日  

 愛媛県知事     様 

共同企業体の事務所の所在地                
共同企業体の名称     共同企業体           

 
 

共同企業体の代表者の商号                 
             又は名称及び代表者氏名               ㊞  

 
 

 共同企業体の構成員の商号                 
又は名称及び代表者氏名               ㊞  

 

            

 今般連帯責任によって建設工事関連業務を共同で実施するため、   を代表者とする   共
同企業体を次のとおり結成したので、同企業体を   年度において愛媛県の発注する   業務
の競争入札等に参加したいので添付書類を添えて入札参加資格の審査を申請します。 
 なお、この申請書及び添付書類の記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。 
 また、   年度において愛媛県の発注する   業務について次の権限を   共同企業体代
表者に委任します。 
 (１) 業務の入札及び見積りに関する一切の権限 
 (２) 業務委託契約に関する一切の権限（契約の締結を除く。） 
 (３) 業務委託料の請求及び受領に関する一切の権限 
 (４) 上記権限の範囲内において、復代理人を選任する権限 
 (５) その他業務の実施に係る届出及び報告に関する一切の権限 
 
１ 共同企業体の構成員 

 
２ 入札、見積り、業務委託契約及び業務委託契約に基づく行為に使用する印鑑 
 

区分 
県 内 の 本 店 又 は 
支 店 、 営 業 所 等 の 所 在 地 

商 号 又 は 名 称 
出 資 割 合 

（％） 

代表者 
   

構成員 
   

代表者 構成員 

  

 注 次に掲げる書類を添付すること。 
  (１) 共同企業体協定書の写し 
  (２) その他契約担当者が必要と認める書類 



（様式第２号）その１                                                      

入札参加資格確認資料（基本事項） 

 

 

 

                商号又は名称           

 

 

民事再生手続開始又は

会社更生手続開始の申

立ての有無 
【※共通事項１イ(４)関

係】 

 
該当する□に印を付する 

こと。(以下同じ) 

□民事再生手続開始又は会社更生手続開始の申立てがなされてい

る。 

 

□上記に該当するが、再生計画認可又は更生計画認可の決定を受け

ている。 

 

□いずれの申立てもなされていない。 

資本関係又は人的関係

のある建設コンサルタ

ント会社の有無 
（入札説明書８アに掲げる

①又は②に該当する建設会

社又は役員の有無） 

【※共通事項１(７)関係】 

□あり  ※「あり」の場合は、「資本関係及び人的関係に係る状況届」 

（（様式第２号）その１－１を併せて提出すること。） 

 

 

□なし 

愛媛県内の 

事業所 
【※共通事項１

(８)関係】 

区分 □本店  □支店・営業所等 

所在地  

暴力団員等との関係状況 

【※共通事項１(５)関係】 

□愛媛県暴力団排除条例に定める暴力団員等（以下「暴力団員等」
という。）である。（役員等がこれに該当する場合を含む。） 

□暴力団員等でなくなった日から５年を経過しない者である。（役
員等がこれに該当する場合を含む。） 

□暴力団員等又は暴力団員等でなくなった日から５年を経過しな
い者が事業活動を支配する者である。 

□上記のいずれにも該当しない。 

備   考 

 

 注 １  各 構 成 員 ご と に 作 成 の こ と  

  ２  押印を要しない。 

 

 

 

 



（様式第２号）その１－１                                                        
 

 

資本関係及び人的関係に係る状況届 
 

 

 

 

                                      

商号又は名称           

 

 

 

１ 資本関係に係る事項 

(1) 会社法第２条第４号の親会社 

 

 

 

 

 

(2) 会社法第２条第３号の子会社 

 

 

 

 

 

(3) 会社法第２条第４号の親会社を同一とする子会社の関係を有する会社 

 

 

 

 

 

 

２ 人的関係に係る事項 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
注 １  各 構 成 員 ご と に 作 成 の こ と 。  

２  該 当 が な い 場 合 は 、 本 様 式 （（ 様 式 第 ２ 号 ） そ の １ － １ ） の 提 出 は 必 要 な い 。  

３  「２ 人的関係に係る事項」については、役員及び民事再生法第 64 条第２項又は会社更生法第 67 条第

１項の規定により選任された管財人について記入すること。 

 

商号又は名称 本店所在地 

  

  

商号又は名称 本店所在地 

  

  

商号又は名称 本店所在地 

  

  

他社と兼任している役員等 兼任先及び兼任先での役職 

役職 氏名 商号又は名称 役職 

    

    



（様式第２号）その２ 

業務の実施体制 
                共同企業体名称：                 
 
１ 求める実施体制 
（例） 
□業務内容全般において、代表者及び構成員が共同で業務を実施できる体制を確保する。 
□再委託に付した場合は、代表者及び構成員が主体的な管理・監督を行う。 
※実施が可能なものについて、該当する□に印を付すること。 
 
２ 実施体制 
共同企業体名称  代表者名 担当する業務 

 

 

 

 
 
 
 
 

  構成員名  

 

 

 

 
 
 
 
 

 
※１ 現時点で計画する実施体制を記載すること。 
２ 欄が不足する場合は、適宜追加すること。 
３ 上記実施体制は想定される体系であり、これにより難い場合は、任意の様式にて体

制を示すこと。 



（ 様 式 第 ２ 号 ） そ の ３  

企業の履行能力について  

業 務 名  ：   

            商号又は名称：                         

※ 構 成 員 ご と に 作 成 の こ と 。  

           

○ 業 務 実 績  

業 務 受 注 者 名   

業 務 名  

発 注 機 関 名  

業 務 場 所  

契 約 金 額  

履 行 期 間  

受 注 形 態 等  
（ 該 当 す る □ に 一 箇

所 印 を 付 す こ と 。 ）  

□ 単 体   

□ 共 同 企 業 体 （ 代 表 者 ）   

（ 出 資 比 率   ％ ）  

□ 共 同 企 業 体 （ 代 表 者 以 外 の 構 成 員 ）  

（ 出 資 比 率   ％ ）  

業  務  概  要   

注 １  個 別 事 項 の 入 札 参 加 希 望 者 の 要 件 に あ る 各 構 成 員 毎 の （ ２ ） に 掲 げ る 要 件
を す べ て 満 た す 業 務 実 績 に つ い て 記 載 す る と と も に 、 入 札 参 加 申 請 時 に 、 業
務 実 績 を 確 認 で き る 書 類 （ テ ク リ ス に 登 録 済 の 業 務 実 績 の 写 し ） を 併 せ て 提
出 す る こ と 。  

２  業 務 場 所 は 、 市 町 名 ま で 記 載 す る こ と 。  
３  受 注 形 態 等 の ( )内 は 、 共 同 企 業 体 に お け る 自 己 の 出 資 比 率 を 記 載 す る こ

と 。  
４  業 務 概 要 は 、 業 務 実 績 に 記 載 の 業 務 に つ い て 概 要 を 記 載 す る こ と 。  

 



（ 様 式 第 ２ 号 ） そ の ４  

配置予定技術者について  

業 務 名  ：   

            商号又は名称：                        

※ 配 置 を 予 定 す る 技 術 者 ご と に 作 成 の こ と 。  

 

○ 資 格 ・ 免 許 等  

氏     名  

職 名 
(該当する□に一箇所印を付すこと。) 

□ 管 理 技 術 者     □ 照 査 技 術 者  

配置予定技 術者 の資格等  
（ 公 告 で 示 す 資 格 を 記 載 す る こ

と 。 ）  
 

注 １  個 別 事 項 の 入 札 参 加 希 望 者 の 要 件 に あ る 各 構 成 員 毎 の （ ３ ） に 掲 げ る 要
件 を す べ て 満 た す 配 置 予 定 技 術 者 に つ い て 記 載 す る す る と と も に 、 入 札 参 加
申 請 時 に 、 管 理 （ 照 査 ） 技 術 者 の 資 格 等 を 証 す る 書 類 を 併 せ て 提 出 す る こ と 。  

  

 


